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(57)【要約】
【課題】ワイヤと半導体素子との接合部の耐酸性及び耐
腐食性が向上された半導体装置を実現する。
【解決手段】半導体チップ、該チップを搭載する載置板
、該チップと該載置板とを接続するワイヤ、及び、該チ
ップと該載置板の該チップの搭載面と該ワイヤとを封止
する樹脂封止体を備え、該ワイヤと半導体装置の各パー
ツとの接合部の何れかが、保護樹脂により被覆され、該
保護樹脂の表面全体が該樹脂封止体により覆われる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの半導体チップと、
　上記半導体チップを搭載する載置板と、
　上記半導体チップと上記載置板とを接続する金属ワイヤと、
　上記半導体チップ、上記載置板上の上記半導体チップの搭載面、および、上記金属ワイ
ヤを封止する樹脂封止体と、
を備えており、
　上記金属ワイヤと上記半導体チップとの接合部、および、上記金属ワイヤと上記載置板
との接合部の少なくとも何れかが、上記樹脂封止体を構成する樹脂とは異なる樹脂から成
る保護樹脂により被覆されており、
　上記保護樹脂の表面全体が上記樹脂封止体により覆われている、
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　上記金属ワイヤの全体が、上記保護樹脂によって直接覆われている、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記保護樹脂が含有する塩化物イオンおよび硫化物イオンの濃度は、１００ｐｐｍ以下
である、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　上記金属ワイヤは、アルミニウムであり、
　上記保護樹脂のｐＨ値は、５以上かつ７以下である、
ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記金属ワイヤは、銅であり、
　上記保護樹脂のｐＨ値は、７以上かつ１１以下である、
ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの半導体チップと、
　上記半導体チップを搭載する載置板と、
　上記半導体チップと上記載置板とを接続する金属ワイヤと、
を備えている半導体装置を製造する製造方法であって、
　上記金属ワイヤと上記半導体チップとの接合部、および、上記金属ワイヤと上記載置板
との接合部の少なくとも何れかを保護樹脂により被覆する被覆工程と、
　上記保護樹脂の表面全体を、上記保護樹脂を構成する樹脂とは異なる樹脂から成る樹脂
封止体によって覆う封止工程と、
を含んでいる、
ことを特徴とする製造方法。
【請求項７】
　上記被覆工程において、上記保護樹脂を滴下することにより上記接合部を被覆する、
ことを特徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
　上記被覆工程において、上記金属ワイヤの全体を上記保護樹脂によって被覆する、
ことを特徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項９】
　上記被覆工程において、上記保護樹脂を噴霧することにより被覆する、
ことを特徴とする請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　上記被覆工程において、上記保護樹脂から成るフィルムを溶融することにより被覆する
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、
ことを特徴とする請求項８に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。また、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造工程にて用いられているボンディングワイヤの材料には、取り扱いが
容易であり、耐酸性および耐腐食性に優れている金が主に使用されている。しかし、近年
、金の価格上昇により、ワイヤ材料の代替えが進んでおり、銅、銀、アルミニウムがワイ
ヤの導電材料として用いられることが多くなっている。
【０００３】
　金を導電材料として用いるワイヤと比較すると、これらのワイヤには、（１）表面が酸
化し易い、（２）表面が腐食し易い、（３）熱圧着時のボール形状が不安定である、等の
問題点がある。
【０００４】
　この問題点を克服するために、ワイヤを製造する際に、パラジウム等の耐腐食性に優れ
ている貴金属材料を用いてワイヤを予め被覆する技術が知られている。
【０００５】
　しかしながら、ボール形成時において主金属が剥き出しになること、および、ステッチ
ボンディング時においてワイヤと半導体装置の各パーツとの接合部が剥き出しになること
から、ワイヤボンディング工程以前にワイヤを被覆したとしても、ワイヤボンディング工
程後にワイヤおよび接合部が完全に被覆されている状態のままであることは困難である。
また、ワイヤボンディング工程からモールド工程までの間に、ワイヤおよび接合部が空気
により酸化してしまう虞がある。更に、モールド工程時における離形成向上のために、酸
素プラズマや熱影響のある工程を含む場合、ワイヤおよび接合部がこの工程時において酸
化または腐食される虞がある。
【０００６】
　特許文献１には、硬度の異なる２種類のモールド剤を用い、ワイヤと基板とのボンディ
ング部（接合部）を硬度の大きいモールド剤により覆い、ワイヤボンディング部全体を硬
度の小さいモールド剤により覆う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－２８８４２６号明細書（公開日：平成８年１１月１日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示されている技術は、封止樹脂と同様にワイヤ固定樹脂
が空気中に露出する構造であり、異なる樹脂同士の界面が空気中に露出することにより、
ワイヤと半導体装置の各パーツとの接合部を固着封止するワイヤ固定樹脂に対する信頼性
が低下するという問題があった。そのため、当該接合部を酸化または腐食させてしまう虞
がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題を鑑みるために為されたものであり、その目的は、信頼性の高い半
導体装置、および、その製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る半導体装置は、少なくとも１つの半導体チ
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ップと、上記半導体チップを搭載する載置板と、上記半導体チップと上記載置板とを接続
する金属ワイヤと、上記半導体チップ、上記載置板上の上記半導体チップの搭載面、およ
び、上記金属ワイヤを封止する樹脂封止体と、を備えており、上記金属ワイヤと上記半導
体チップとの接合部、および、上記金属ワイヤと上記載置板との接合部の少なくとも何れ
かが、上記樹脂封止体を構成する樹脂とは異なる樹脂から成る保護樹脂により被覆されて
おり、上記保護樹脂の表面全体が上記樹脂封止体により覆われている、ことを特徴として
いる。
【００１１】
　上記の半導体装置によれば、金属ワイヤと半導体チップとの接合部および金属ワイヤと
導電性板との接合部の少なくとも何れかが保護樹脂により被覆される。これにより、金属
ワイヤが予め金属により被覆されており、ワイヤボンディングの際に上記接合部において
金属被膜が剥がれてしまう場合であっても、上記接合部における耐酸性および耐腐食性が
向上される。また、上記接合部を被覆する保護樹脂は、表面全体が樹脂封止体により覆わ
れるので、保護樹脂と樹脂封止体との界面が空気中に露出することなく、上記接合部の酸
化または腐食を確実に防止することができる。以上より、半導体装置自身の耐酸性および
耐腐食性をより向上させることができ、半導体装置の信頼性をより高めることができる。
【００１２】
　上記の構成において、上記金属ワイヤの全体が、上記保護樹脂によって直接覆われてい
る、ことが好ましい。
【００１３】
　上記の構成よれば、金属ワイヤの全体における耐酸性および耐腐食性を向上させるため
に、金属ワイヤの全体を、例えば、パラジウムのような貴金属を用いて予め被覆せずとも
、金属ワイヤの耐酸性および耐腐食性を向上することができ、かつ、半導体装置のコスト
を低減させることができる。
【００１４】
　上記の構成において、上記保護樹脂が含有する塩化物イオンおよび硫化物イオンの濃度
は、１００ｐｐｍ以下である、ことが好ましい。
【００１５】
　上記の構成によれば、金属ワイヤの導電材料として用いられることの多いアルミニウム
、銀、および銅の何れかが用いられた金属ワイヤが、酸化または腐食されることを防止す
ることができる。
【００１６】
　上記の構成において、上記金属ワイヤは、アルミニウムであり、上記保護樹脂のｐＨ値
は、５以上かつ７以下である、ことが好ましい。
【００１７】
　上記の構成によれば、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金を用いずとも
、金属ワイヤ、ひいては半導体装置の耐酸性および耐腐食性を向上させつつ、半導体装置
のコストを低減させることができる。
【００１８】
　上記の構成において、上記金属ワイヤは、銅であり、上記保護樹脂のｐＨ値は、７以上
かつ１１以下である、ことが好ましい。
【００１９】
　上記の構成によれば、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金を用いずとも
、金属ワイヤ、ひいては半導体装置の耐酸性および耐腐食性を向上させつつ、半導体装置
のコストを低減することができる。
【００２０】
　また、上記の課題を解決するために、本発明に係る半導体装置の製造方法は、少なくと
も１つの半導体チップと、上記半導体チップを搭載する載置板と、上記半導体チップと上
記載置板とを接続する金属ワイヤと、を備えている半導体装置を製造する製造方法であっ
て、上記金属ワイヤと上記半導体チップとの接合部、および、上記金属ワイヤと上記載置
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板との接合部の少なくとも何れかを保護樹脂により被覆する被覆工程と、上記保護樹脂の
表面全体を、上記保護樹脂を構成する樹脂とは異なる樹脂から成る樹脂封止体によって覆
う封止工程と、を含んでいる、ことを特徴としている。
【００２１】
　上記の製造方法によれば、金属ワイヤと半導体チップとの接合部および金属ワイヤと導
電性板との接合部の少なくとも何れかが保護樹脂により被覆される。これにより、金属ワ
イヤが予め金属により被覆されており、ワイヤボンディングの際に上記接合部において金
属被膜が剥がれてしまう場合であっても、上記接合部における耐酸性および耐腐食性が向
上される。また、上記接合部を被覆する保護樹脂は、表面全体が樹脂封止体により覆われ
るので、保護樹脂と樹脂封止体との界面が空気中に露出することなく、上記接合部の酸化
または腐食を確実に防止することができる。以上より、半導体装置自身の耐酸性および耐
腐食性をより向上させることができ、半導体装置の信頼性をより高めることができる。
【００２２】
　また、上記被覆工程において、上記保護樹脂を滴下することにより上記接合部を被覆す
る、ことが好ましい。
【００２３】
　上記の方法によれば、金属ワイヤと半導体チップとの接合部、および、金属ワイヤと導
電性板との接合部の何れかを、適切に、かつ確実に被覆することができる。
【００２４】
　また、上記被覆工程において、上記金属ワイヤの全体を上記保護樹脂によって被覆する
、ことが好ましい。
【００２５】
　上記の方法によれば、金属ワイヤの全体における耐酸性および耐腐食性を向上させるた
めに、金属ワイヤの全体を、例えば、パラジウムのような貴金属を用いて予め被覆せずと
も、金属ワイヤの耐酸性および耐腐食性を向上することができ、かつ半導体装置のコスト
を低減することができる。
【００２６】
　また、上記被覆工程において、上記保護樹脂を噴霧することにより被覆する、ことが好
ましい。
【００２７】
　上記の方法によれば、金属ワイヤと半導体チップとの接合部、および、金属ワイヤと導
電性板との接合部の何れか、ならびに、金属ワイヤ自身を、適切に、かつ確実に被覆する
ことができる。
【００２８】
　また、上記被覆工程において、上記保護樹脂から成るフィルムを溶融することにより被
覆する、ことが好ましい。
【００２９】
　上記の方法によれば、金属ワイヤと半導体チップとの接合部、および、金属ワイヤと導
電性板との接合部の何れか、ならびに、金属ワイヤ自身を、適切に、かつ確実に被覆する
ことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように、本発明に係る半導体装置は、少なくとも１つの半導体チップと、上記半
導体チップを搭載する導電性板と、上記半導体チップと上記導電性板とを接続する金属ワ
イヤと、上記半導体チップ、上記導電性板上の上記半導体チップの搭載面、および、上記
金属ワイヤを封止する樹脂封止体と、を備えており、上記金属ワイヤと上記半導体チップ
との接合部、および、上記金属ワイヤと上記導電性板との接合部の少なくとも何れかが、
上記樹脂封止体により封止される領域の内部において、上記樹脂封止体を構成する樹脂（
封止樹脂）とは異なる樹脂から成る保護樹脂により被覆されている、ことを特徴としてい
る。
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【００３１】
　上記のように構成された半導体装置によれば、半導体装置の信頼性を高めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を説明するための図である。（ａ）は
、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面図を示しており、（ｂ）は、（ａ）に
おける半導体チップとボンディングワイヤとの接合部における拡大図を示しており、（ｃ
）は、（ａ）におけるボンディングワイヤと回路基板との接合部における拡大図を示して
いる。
【図２】各素材の電位－ｐＨ値の相関を表すグラフである。（ａ）は、アルミニウムの電
位－ｐＨ値の相関を表すグラフであり、（ｂ）は、銀の電位－ｐＨ値の相関を表すグラフ
であり、（ｃ）は、銅の電位－ｐＨ値の相関を表すグラフである。
【図３】本発明の第１の実施形態の変形例に係る半導体装置を説明するための図である。
（ａ）は、本発明の第１の実施形態の変形例に係る半導体装置の断面図を示しており、（
ｂ）は、（ａ）における半導体チップとボンディングワイヤとの接合部における拡大図を
示しており、（ｃ）は、（ａ）におけるボンディングワイヤとリードフレームとの接合部
における拡大図を示している。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置を説明するための図である。（ａ）は
、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の断面図を示しており、（ｂ）は、（ａ）に
おける半導体チップとボンディングワイヤとの接合部における拡大図を示しており、（ｃ
）は、（ａ）におけるボンディングワイヤと回路基板との接合部における拡大図を示して
いる。
【図５】本発明の第２の実施形態の変形例に係る半導体装置を説明するための図である。
（ａ）は、本発明の第２の実施形態の変形例に係る半導体装置の断面図を示しており、（
ｂ）は、（ａ）における半導体チップとボンディングワイヤとの接合部における拡大図を
示しており、（ｃ）は、（ａ）におけるボンディングワイヤとリードフレームとの接合部
における拡大図を示している。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための図である
。（ａ）は、半導体チップとボンディングワイヤとの接合部を、（ｂ）は、本発明の第１
の実施形態に係る半導体装置のボンディングワイヤと回路基板との接合部を、それぞれ保
護樹脂を滴下することにより被覆する工程を示している図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための図である
。（ａ）は、半導体チップとボンディングワイヤとの接合部を、（ｂ）は、本発明の第２
実施形態に係る半導体装置のボンディングワイヤと回路基板との接合部を、それぞれ保護
樹脂を噴霧することにより被覆する工程を示している図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための図である
。（ａ）は、の半導体チップとボンディングワイヤとの接合部を、（ｂ）は、本発明の第
２の実施形態に係る半導体装置のボンディングワイヤと回路基板との接合部を、それぞれ
保護樹脂から成るフィルムを溶融することにより被覆する工程を示している図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　〔実施形態１〕
　（半導体装置１０）
　本発明に係る第１の実施形態について、図１を用いて説明する。
【００３４】
　図１（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置１０の断面図である。図１（
ａ）に示すように、半導体装置１０は、半導体チップ１、回路基板２、樹脂封止体（封止
樹脂）４、保護樹脂５、外部電極端子６、ボンディングワイヤ７、接続パッド８、電気接
点９、配線１１、および配線１１を被覆する絶縁層（図示なし）を備えている。



(7) JP 2013-197531 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

【００３５】
　（半導体チップ１）
　半導体チップ１は、半導体チップ１の裏面が接続パッド８の上面に接するように接続パ
ッド８を介して回路基板２上に搭載されている。半導体チップ１の上面において、ボンデ
ィングワイヤ７がワイヤボンディング法を用いて半導体チップ１に電気的に接続されてお
り、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部が、保護樹脂５により被覆されて
いる。ここで、図１（ｂ）は、図１（ａ）における半導体チップ１とボンディングワイヤ
７との接合部における拡大図を示している。図１（ｂ）に示すように、半導体チップ１は
、半導体チップ１の上面において、具体的には電気接点９を介してボンディングワイヤ７
の一端に電気的に接続されている。また、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接
合部は、保護樹脂５により電気接点９を含むように被覆されている。
【００３６】
　なお、本実施形態にて用いられる半導体チップ１の種類は特に限定されず、あらゆる種
類の半導体チップが用いられ得る。
【００３７】
　（回路基板２）
　回路基板２は、回路基板２の裏面側に外部電極端子６を備えている。また、回路基板２
は、回路基板２の上面および内部に配線１１を備えている。更に、回路基板２は、回路基
板２の上面に配線１１を介して接続パッド８を備えている。図１（ａ）に示すように、接
続パッド８の裏面の全体が配線１１に接続されている必要はなく、接続パッド８の一部が
配線１１に接続されていればよいが、接続パッド８の裏面の全体が配線１１に接続されて
いてもよい。また、回路基板２は、接続パッド８を介して半導体チップ１に接続されてい
る。
【００３８】
　ここで、図１（ｃ）は、図１（ａ）における回路基板２とボンディングワイヤ７との接
合部における拡大図を示している。図１（ｃ）に示すように、回路基板２は、回路基板２
の上面において、配線１１を介してボンディングワイヤ７の他端に電気的に接続されてい
る。また、回路基板２と、ボンディングワイヤ７との接合部は、保護樹脂５により被覆さ
れている。
【００３９】
　なお、本実施形態にて用いられる回路基板２の種類は特に限定されず、ガラスエポキシ
材、ＢＴ（ビスマレイミドトリアジン）、レジン、ポリイミド等の有機絶縁基材に銅配線
をパターニングした回路基板等を用いてもよい。
【００４０】
　（ボンディングワイヤ７）
　ボンディングワイヤ７は、半導体チップ１と回路基板２とを電気的に接続するために用
いられている。具体的には、ボンディングワイヤ７の一端が半導体チップ１の上面に電気
接点９を介して電気的に接続されており、ボンディングワイヤ７の他端が回路基板２の上
面に配線１１を介して電気的に接続されている。この電気的な接続には、ワイヤボンディ
ング法が用いられている。なお、本実施形態にて用いられるワイヤボンディングの種類は
特に限定されず、ボールボンディング、ステッチボンディング等のあらゆる種類のワイヤ
ボンディングが用いられ得る。
【００４１】
　なお、本実施形態において用いられるボンディングワイヤ７は、アルミニウム、銀、お
よび銅の何れかが導電材料として用いられていてもよい。
【００４２】
　また、本実施形態において用いられるボンディングワイヤ７は、金属により予め被覆さ
れていてもよい。
【００４３】
　（外部電極端子６）
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　外部電極端子６は、球形状をしており、回路基板２の裏面側に設けられている。外部電
極端子６の何れかが、配線１１に接続されており、これにより、半導体チップ１を駆動さ
せるための電力が、外部電極端子６から配線１１およびボンディングワイヤ７を介して半
導体チップ１に供給される。
【００４４】
　なお、外部電極端子６は、一般に、半田ボールを用いた球形状の端子、または、金を用
いたランド形状の端子等が公知であるが、本実施形態における外部電極端子６の形状およ
び材質はこれに限定されず、あらゆる種類の形状および材質が用いられ得る。
【００４５】
　また、外部電極端子６は、一般に、図１（ａ）に示すように、回路基板２の半導体チッ
プ１が搭載された表面とは反対側の表面に設けられるが、本実施形態における外部電極端
子６の設置位置は特にこれに限定されず、回路基板２におけるあらゆる位置への設置が考
えられ得る。
【００４６】
　（接続パッド８）
　接続パッド８は、配線１１を介して回路基板２の上面に接続されている。
【００４７】
　一般に、半導体チップ１と回路基板２とがワイヤボンディング法を用いて電気的に接続
される場合、半導体チップ１が積載されている接続パッド８は、半導体チップ１の周辺に
配置されていることが望ましい。
【００４８】
　（配線１１）
　配線１１は、回路基板２の上面および内部に設けられている。図１（ｃ）に示すように
、配線１１を介して、回路基板２とボンディングワイヤとが接続されており、回路基板２
とボンディングワイヤ７との接合部が、保護樹脂５により被覆されている。なお、本実施
形態にて用いられる回路基板２が備える配線１１の構成は、上記の構成に限らず、配線１
１は回路基板２の片面だけではなく両面に設けられてもよい。
【００４９】
　（配線１１を被覆する絶縁層）
　回路基板２の配線１１を被覆するために用いられる絶縁層（図示なし）は、一般に、ソ
ルダーレジスト法を用いて被覆されることが多いが、本実施形態においては特にこれに限
定されず、あらゆる種類の絶縁層の被覆方法が用いられ得る。また、絶縁層の材料種につ
いても本実施形態においては特に限定されず、あらゆる種類の材料種が用いられ得る。
【００５０】
　（樹脂封止体４）
　樹脂封止体（封止樹脂）４は、回路基板２上の半導体チップ１を封止するために用いら
れており、図１（ａ）に示すように、半導体チップ１、ボンディングワイヤ７、接続パッ
ド８、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、ボンディングワイヤ７と回路
基板２との接合部、および配線１１を被覆する絶縁層（図示なし）の全体を覆うように、
回路基板２上に形成される。樹脂封止体４の形成方法は、プレスおよび金型を用い、圧力
を印加して樹脂成形するトランスファーモールド方法やコンプレッションモールド方法等
が一般的であるが、本実施形態においては特にこれに限定されず、あらゆる種類の形成方
法が用いられ得る。
【００５１】
　また、樹脂封止体４を構成する封止樹脂は、一般に、塩化物イオン（Ｃｌ-）および硫
化物イオン（Ｓ2-）を含んでいる。このＣｌ-およびＳ2-は、アルミニウム、銀、および
銅を溶解し、腐食させる性質がある。アルミニウム、銀、および銅の中では、アルミニウ
ムがＣｌ-およびＳ2-によって最も腐食され易く、その腐食濃度閾値は１００ｐｐｍであ
る。換言すれば、Ｃｌ-およびＳ2-の濃度が１００ｐｐｍ以下であれば、アルミニウム、
銀、および銅の何れもが腐食されることはない。
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【００５２】
　なお、本実施形態において用いられる封止樹脂のＣｌ-およびＳ2-の含有濃度は、１０
０ｐｐｍ以下であるため、樹脂封止体４がアルミニウム、銀、および銅の何れをも腐食す
ることはない。
【００５３】
　（保護樹脂５）
　保護樹脂５は、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、および、回路基板
２とボンディングワイヤ７との接合部を被覆するために用いられている。本実施形態にお
いては、Ｃｌ-およびＳ2-の含有濃度が１００ｐｐｍ以下の保護樹脂５を用いている。
【００５４】
　ここで、図２（ａ）から（ｃ）を参照する。
【００５５】
　図２（ａ）は、アルミニウムの電位－ｐＨ値の相関を表すグラフである。図２（ａ）を
参照すると、アルミニウムは、アルミニウムのｐＨ値が略４以下または略８以上の場合、
アルミニウムの電位に依らずに腐食することが分かる。したがって、ｐＨ値が５以上かつ
７以下である保護樹脂５を用いることにより、アルミニウムが導電材料として用いられて
いるボンディングワイヤ７が保護樹脂５により腐食されることはない。
【００５６】
　図２（ｂ）は、銀の電位－ｐＨ値の相関を表すグラフである。図２（ｂ）を参照すると
、銀の電位が０以下の場合、銀は何れのｐＨ値においても腐食されないことが分かる。ま
た、銀の電位が０よりも大きい場合、銀のｐＨ値を銀の電位に対応させて制御することに
より、銀は腐食されないことが分かる。したがって、上記のようにｐＨ値が制御された保
護樹脂５を用いることにより、銀が導電材料として用いられているボンディングワイヤ７
が保護樹脂５により腐食されることはない。
【００５７】
　図２（ｃ）は、銅の電位－ｐＨ値の相関を表すグラフである。図２（ｃ）を参照すると
、銅は、銅の電位が０よりも大きい場合、銅のｐＨ値が略６．５以下または略１１．５以
上において腐食することが分かる。この場合、ｐＨ値が７以上かつ１１以下である保護樹
脂５を用いることにより、銅が導電材料として用いられているボンディングワイヤ７が腐
食されることはない。また、銅の電位が０以下の場合であっても、ｐＨ値が７以上かつ１
１以下である保護樹脂５を用いることにより、銅が導電材料として用いられているボンデ
ィングワイヤが保護樹脂５により腐食されることはない。
【００５８】
　なお、本実施形態において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、およ
び、回路基板２とボンディングワイヤ７との接合部を被覆している保護樹脂５の各々は、
何れも全体が樹脂封止体４により覆われている。換言すれば、半導体チップ１とボンディ
ングワイヤ７との接合部、および、回路基板２とボンディングワイヤ７との接合部を被覆
している保護樹脂５の各々は、何れも全体が樹脂封止体４の内部に完全に存在しており、
部分的に樹脂封止体４に接しているか、または、部分的に樹脂封止体４の外部に存在して
いることはない。
【００５９】
　ここで、例えば、保護樹脂５が樹脂封止体４の内部において歪んだり変形したりするこ
とにより、保護樹脂５に空隙が生じると、ｐＨ値が高い物質、Ｃｌ-及びＳ2-などの含有
量が多い物質、ならびに水分等が侵入することにより、密着性に悪影響が及ぼされる。具
体的には、保護樹脂５に生じる空隙が大きいほど、半導体チップ１およびボンディングワ
イヤ７との接合部およびボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部の密着性が害され
、腐食されやすくなる。換言すれば、保護樹脂５に空隙が生じなければ、半導体チップ１
およびボンディングワイヤ７との接合部およびボンディングワイヤ７と回路基板２との接
合部の密着性が高く保持され、腐食されづらくなる。
【００６０】
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　本実施形態において、樹脂封止体４を構成する封止樹脂と保護樹脂５とは異なる樹脂で
あるが、共に軟らかい樹脂であるため、保護樹脂５が樹脂封止体４の内部において、歪ん
だり変形したりすることはない。従って、本実施形態における樹脂封止体４（封止樹脂）
および保護樹脂５の構成を用いることにより、半導体チップ１およびボンディングワイヤ
７との接合部およびボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部の高密着性を実現させ
ることができ、各接合部の腐食を防止することができる。
【００６１】
　（電気接点９）
　電気接点９は、半導体チップ１の上面に設けられている。図１（ｂ）に示すように、半
導体チップ１は、この電気接点９を介してボンディングワイヤ７に電気的に接続されてい
る。電気接点９の材料には、一般に、アルミニウムが用いられている。上述および図２（
ａ）より、アルミニウムは、ｐＨ値が略４以下または略８以上の場合、アルミニウムの電
位に依らずに腐食することが分かる。したがって、ｐＨ値が５以上かつ７以下である保護
樹脂５を用いることにより、アルミニウムが導電材料として用いられるボンディングワイ
ヤ７と同様に、アルミニウムが導電材料として用いられる電気接点９も保護樹脂５により
腐食されることはない。
【００６２】
　（半導体装置１０の奏する効果）
　以上のように、半導体装置１０において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との
接合部、および、ボンディングワイヤ７との回路基板２との接合部が保護樹脂５により被
覆される。これにより、ボンディングワイヤ７が予め金属により被覆されており、ワイヤ
ボンディングの際に当該接合部において金属被膜が剥がれてしまう場合であっても、当該
両接合部における耐酸性および耐腐食性が向上される。また、当該両接合部を被覆する保
護樹脂５は、何れも全体が樹脂封止体４により覆われるので、保護樹脂５と樹脂封止体４
との界面が空気中に露出することなく、当該接合部の酸化または腐食を確実に防止するこ
とができる。以上より、半導体装置１０自身の耐酸性および耐腐食性を向上させることが
でき、半導体装置１０への信頼性を高めることができる。
【００６３】
　また、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金をボンディングワイヤ７の導
電材料として用いずとも、半導体装置１０において優れた耐酸性および耐腐食性を得るこ
とができるため、半導体装置１０のコストを低減することができる。
【００６４】
　＜変形例１＞
　（半導体装置２０）
　実施形態１の変形例について、図３を用いて説明する。なお、実施形態１において既に
説明したコンポーネントと同様のコンポーネントについては、同様の符号を付し、その説
明を省略する。
【００６５】
　図３（ａ）は、本変形例に係る半導体装置２０の断面図である。図３（ａ）に示すよう
に、本変形例に係る半導体装置２０は、実施形態１に係る半導体装置１０の備える回路基
板２、外部電極端子６、接続パッド８、および配線１１に代えて、リードフレーム３を備
えている。
【００６６】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部におけ
る拡大図を示している。半導体チップ１は、半導体チップ１の上面において、具体的には
電気接点９を介してボンディングワイヤ７の一端に接合されている。また、半導体チップ
１とボンディングワイヤ７との接合部は、保護樹脂５により電気接点９を含むように被覆
されている。
【００６７】
　（リードフレーム３）
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　リードフレーム３は、リードフレーム３の上面において半導体チップ１の裏面と直接接
続している。ここで、図３（ｃ）は、図３（ａ）のリードフレーム３とボンディングワイ
ヤ７との接合部における拡大図を示している。図３（ｃ）に示すように、リードフレーム
３は、ボンディングワイヤ７の他端とも直接接続しており、リードフレーム３とボンディ
ングワイヤ７との接合部は、保護樹脂５により被覆されている。
【００６８】
　（樹脂封止体４）
　樹脂封止体４は、リードフレーム３上の半導体チップ１を封止するために用いられてお
り、図３（ａ）に示すように、半導体チップ１、ボンディングワイヤ７、半導体チップ１
とボンディングワイヤ７との接合部、およびボンディングワイヤ７とリードフレーム３と
の接合部の全体を封止するように、リードフレーム３の周囲にリードフレーム３を含めて
形成される。樹脂封止体４のこの他の特徴については実施形態１と同様であるため、その
説明を省略する。
【００６９】
　（保護樹脂５）
　保護樹脂５は、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、および、リードフ
レーム３とボンディングワイヤ７との接合部を被覆するために用いられている。保護樹脂
５のこの他の特徴については実施形態１と同様であるため、その説明を省略する。
【００７０】
　なお、本実施形態において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、およ
び、リードフレーム３とボンディングワイヤ７との接合部を被覆している保護樹脂５の各
々は、何れも全体が樹脂封止体４により覆われている。換言すれば、半導体チップ１とボ
ンディングワイヤ７との接合部、および、リードフレーム３とボンディングワイヤ７との
接合部を被覆している保護樹脂５の各々は、何れも全体が樹脂封止体４の内部に完全に存
在しており、部分的に樹脂封止体４に接しているか、または、部分的に樹脂封止体４の外
部に存在していることはない。
【００７１】
　（半導体装置２０の奏する効果）
　以上のように、半導体装置２０において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との
接合部、および、ボンディングワイヤ７とのリードフレーム３との接合部の少なくとも何
れかが保護樹脂５により被覆される。これにより、ボンディングワイヤ７が予め金属によ
り被覆されており、ワイヤボンディングの際に当該接合部において金属被膜が剥がれてし
まう場合であっても、当該接合部における耐酸性および耐腐食性が向上される。また、当
該両接合部を被覆する保護樹脂５は、何れも全体が樹脂封止体４により覆われるので、保
護樹脂５と樹脂封止体４との界面が空気中に露出することなく、当該接合部の酸化または
腐食を確実に防止することができる。以上より、半導体装置２０自身の耐酸性および耐腐
食性を向上させることができ、半導体装置２０への信頼性を高めることができる。
【００７２】
　また、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金をボンディングワイヤ７の導
電材料として用いずとも、半導体装置２０において優れた耐酸性および耐腐食性を得るこ
とができるため、半導体装置２０のコストを低減することができる。
【００７３】
　〔実施形態２〕
　（半導体装置３０）
　本発明に係る第２の実施形態について、図４を用いて説明する。なお、実施形態１にお
いて既に説明したコンポーネントと同様のコンポーネントについては、同様の符号を付し
、その説明を省略する。
【００７４】
　図４（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置３０の断面図である。図４（
ａ）に示すように、本実施形態に係る半導体装置３０は、実施形態１に係る半導体装置１
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０の備えるボンディングワイヤ７に代えて、保護樹脂５により全体が被覆されたボンディ
ングワイヤ７が用いられている。
【００７５】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部におけ
る拡大図を示している。実施形態１と同様であるため、その説明を省略する。
【００７６】
　図４（ｃ）は、図４（ａ）のボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部における拡
大図を示している。実施形態１と同様であるため、その説明を省略する。
【００７７】
　（ボンディングワイヤ７）
　本実施形態において用いられるボンディングワイヤ７は、保護樹脂５により被覆されて
いる。具体的には、後述のように、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部、
および、ボンディング７と回路基板２との接合部が、保護樹脂５により被覆される工程（
被覆工程）において、ボンディングワイヤ７も保護樹脂５により直接被覆される。それ故
、本実施形態においては、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部と、ボンデ
ィングワイヤ７と、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部とが、保護樹脂５によ
り一体的に被覆される構成になっている。
【００７８】
　（半導体装置３０の奏する効果）
　以上のように、半導体装置３０において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との
接合部、および、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部の少なくとも何れかが保
護樹脂５により被覆される。これにより、ボンディングワイヤ７が予め金属により被覆さ
れており、ワイヤボンディングの際に上記接合部において金属被膜が剥がれてしまう場合
であっても、上記接合部における耐酸性および耐腐食性が向上される。また、当該両接合
部を被覆する保護樹脂５は、何れも全体が樹脂封止体４により覆われるので、保護樹脂５
と樹脂封止体４との界面が空気中に露出することなく、当該接合部の酸化または腐食を確
実に防止することができる。更に、ボンディングワイヤ７自身も保護樹脂５により被覆さ
れることにより、ボンディングワイヤ７がワイヤボンディングされてから樹脂封止体４に
より封止されるまでの間に酸化または腐食されることを防止することができる。以上より
、半導体装置３０自身の耐酸性および耐腐食性を、実施形態１に係る半導体装置１０より
向上させることができ、半導体装置３０への信頼性より高めることができる。
【００７９】
　また、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金をボンディングワイヤ７の導
電材料として用いずとも、半導体装置３０において優れた耐酸性および耐腐食性を得るこ
とができるため、半導体装置３０のコストを低減することができる。
【００８０】
　＜変形例２＞
　（半導体装置４０）
　実施形態２の変形例について、図５を用いて説明する。なお、実施形態２において既に
説明したコンポーネントと同様のコンポーネントについては、同様の符号を付し、その説
明を省略する。
【００８１】
　図５（ａ）は、本変形例に係る半導体装置４０の断面図である。図５（ａ）に示すよう
に、本変形例に係る半導体装置５０は、実施形態２に係る半導体装置２０の備えるボンデ
ィングワイヤ７に代えて、保護樹脂５により全体が被覆されたボンディングワイヤ７が用
いられている。
【００８２】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部におけ
る拡大図を示している。実施形態２と同様であるため、その説明を省略する。
【００８３】
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　図５（ｃ）は、図５（ａ）のボンディングワイヤ７とリードフレーム３との接合部にお
ける拡大図を示している。実施形態２と同様であるため、その説明を省略する。
【００８４】
　（ボンディングワイヤ７）
　本実施形態において用いられるボンディングワイヤ７は、実施形態２と同様に、保護樹
脂５により被覆されている。具体的には、後述のように、半導体チップ１とボンディング
ワイヤ７との接合部、および、ボンディングワイヤ７とリードフレーム３との接合部が、
保護樹脂５により被覆される工程（被覆工程）において、ボンディングワイヤ７も保護樹
脂５により直接被覆される。それ故、本実施形態において、半導体チップ１とボンディン
グワイヤ７との接合部と、ボンディングワイヤ７と、ボンディングワイヤ７とリードフレ
ーム３との接合部とが、保護樹脂５により一体的に被覆される構成になっている。
【００８５】
　（半導体装置４０の奏する効果）
　以上のように、半導体装置４０において、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との
接合部、および、ボンディングワイヤ７とリードフレーム３との接合部の少なくとも何れ
かが保護樹脂５により被覆される。これにより、ボンディングワイヤ７が予め金属により
被覆されており、ワイヤボンディングの際に上記接合部において金属被膜が剥がれてしま
う場合であっても、上記接合部における耐酸性および耐腐食性が向上される。また、当該
両接合部を被覆する保護樹脂５は、何れも全体が樹脂封止体４により覆われるので、保護
樹脂５と樹脂封止体４との界面が空気中に露出することなく、当該接合部の酸化または腐
食を確実に防止することができる。更に、ボンディングワイヤ７自身も保護樹脂５により
被覆されることにより、ボンディングワイヤ７がワイヤボンディングされてから樹脂封止
体４により封止されるまでの間に酸化または腐食されることを防止することができる。以
上より、半導体装置４０自身の耐酸性および耐腐食性を、実施形態１に係る半導体装置１
０より向上させることができ、半導体装置４０への信頼性より高めることができる。
【００８６】
　また、耐酸性および耐腐食性に優れているが高価である金をボンディングワイヤ７の導
電材料として用いずとも、半導体装置４０において優れた耐酸性および耐腐食性を得るこ
とができるため、半導体装置４０のコストを低減することができる。
【００８７】
　（滴下による保護樹脂の被覆方法）
　以下では、図６を参照しながら、実施形態１に係る、滴下による保護樹脂５の被覆方法
について説明する。
【００８８】
　図６（ａ）は、保護樹脂５を滴下することにより、本発明の実施形態１に係る半導体装
置１０の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部を被覆する工程を示している
図である。図６（ｂ）は、保護樹脂５を滴下することにより、本発明の実施形態１に係る
半導体装置１０のボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を被覆する工程を示して
いる図である。
【００８９】
　（１）ワイヤボンディング工程：まず、図６（ａ）左図に示すように、半導体チップ１
の上面において、ボンディングワイヤ７を、アルミニウムから成る電気接点９を介して、
半導体チップ１に接続する。そして、図６（ｂ）左図に示すように、回路基板２の上面に
おいて、ボンディングワイヤ７を配線１１を介して回路基板２に接続する。
【００９０】
　（２）被覆工程：次に、図６（ａ）中央図に示すように、噴射ノズル１２を半導体チッ
プ１とボンディングワイヤ７との接合部に近づけ、先のワイヤボンディング工程において
形成された半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部に向けて、矢印の方向に保
護樹脂５を滴下する。このようにして、図６（ａ）右図に示すように、半導体チップ１と
ボンディングワイヤ７との接合部を電気接点９を含めて保護樹脂５により被覆する。そし
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て、図６（ｂ）中央図に示すように、噴射ノズル１２をボンディングワイヤ７と回路基板
２との接合部に近づけ、先のワイヤボンディング工程において形成されたとボンディング
ワイヤ７と回路基板２との接合部に向けて、矢印の方向に保護樹脂５を滴下する。このよ
うにして、図６（ｂ）右図に示すように、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部
を保護樹脂５により被覆する。
【００９１】
　（３）封止工程：図示されていないが、最後に、保護樹脂５を構成する樹脂とは異なる
封止樹脂から成る樹脂封止体４により、半導体チップ１、回路基板２上の半導体チップが
搭載された表面、ボンディングワイヤ７、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接
合部、および、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を含めて半導体装置１０の
表面全体を覆う。
【００９２】
　（滴下による被覆方法に関する付記事項）
　本被覆方法において、噴射ノズル１２からの保護樹脂５の滴下は、重力を用いた自然滴
下により為されている。しかしながら、本被服方法においては、特にこれに限定されず、
例えば、静電気力などの電気的な力を用いて滴下させてもよい。
【００９３】
　本被覆方法において、（１）のワイヤボンディング工程では、ボンディングワイヤ７を
半導体チップ１に接続してから回路基板２に接続しているが、これに限定されず、反対に
、ボンディングワイヤ７を回路基板２に接続してから半導体チップ１に接続してもよい。
【００９４】
　また、（２）の被覆工程では、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部を先
に保護樹脂５により被覆した後、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を保護樹
脂５により被覆しているが、これに限定されない。反対に、ボンディングワイヤ７と回路
基板２との接合部を先に保護樹脂５により被覆した後、半導体チップ１とボンディングワ
イヤ７との接合部を保護樹脂５により被覆してもよい。
【００９５】
　なお、上記の説明においては、本発明の実施形態１に従って回路基板２を用いて説明し
たが、回路基板２に代わりリードフレーム３が用いられる変形例１に係る場合においても
、上記と同様に本被覆方法が適用可能であることは、当業者であれば明白である。
【００９６】
　（噴霧による保護樹脂の被覆方法）
　以下では、図７を参照しながら、実施形態２に係る、噴霧による保護樹脂５の被覆方法
について説明する。
【００９７】
　図７（ａ）は、保護樹脂５を噴霧することにより、本発明の実施形態２に係る半導体装
置３０の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部およびボンディングワイヤ７
の全体を被覆する工程を示している図である。図７（ｂ）は、保護樹脂５を噴霧すること
により、本発明の実施形態２に係る半導体装置３０のボンディングワイヤ７と回路基板２
との接合部およびボンディングワイヤ７の全体を被覆する工程を示している図である。
【００９８】
　（１）ワイヤボンディング工程：まず、図７（ａ）左図に示すように、半導体チップ１
の上面において、ボンディングワイヤ７を、アルミニウムから成る電気接点９を介して、
半導体チップ１に接続する。そして、図７（ｂ）左図に示すように、回路基板２の上面に
おいて、ボンディングワイヤ７を配線１１を介して回路基板２に接続する。
【００９９】
　（２）被覆工程：次に、図７（ａ）中央図に示すように、噴射ノズル１２を半導体チッ
プ１とボンディングワイヤ７との接合部に近づけ、噴射ノズル１２の噴射口に圧力を加え
ることにより保護樹脂５を霧状にし、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部
に向けて保護樹脂５を噴霧する。このようにして、図７（ａ）右図に示すように、半導体
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チップ１とボンディングワイヤ７との接合部を電気接点９を含めて保護樹脂５により被覆
し、併せて、ボンディングワイヤ７の全体も保護樹脂５により直接被覆する。そして、図
７（ｂ）中央図に示すように、噴射ノズル１２をボンディングワイヤ７と回路基板２との
接合部に近づけ、噴射ノズル１２の噴射口に圧力を加えることにより保護樹脂５を霧状に
し、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部に向けて保護樹脂５を噴霧する。この
ようにして、図７（ｂ）右図に示すように、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合
部を保護樹脂５により被覆し、併せて、ボンディングワイヤ７の全体も保護樹脂５により
直接被覆する。
【０１００】
　（３）封止工程：図示されていないが、最後に、保護樹脂５を構成する樹脂とは異なる
封止樹脂から成る樹脂封止体４により、半導体チップ１、回路基板２上の半導体チップが
搭載された表面、ボンディングワイヤ７、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接
合部、および、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を含めて半導体装置３０の
表面全体を覆う。
【０１０１】
　（噴霧による被覆方法に関する付記事項）
　本被覆方法において、（１）のワイヤボンディング工程では、ボンディングワイヤ７を
半導体チップ１に接続してから回路基板２に接続しているが、これに限定されず、反対に
、ボンディングワイヤ７を回路基板２に接続してから半導体チップ１に接続してもよい。
【０１０２】
　また、（２）の被覆工程では、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部を先
に保護樹脂５により被覆した後、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を保護樹
脂５により被覆しているが、これに限定されない。反対に、ボンディングワイヤ７と回路
基板２との接合部を先に保護樹脂５により被覆した後、半導体チップ１とボンディングワ
イヤ７との接合部を保護樹脂５により被覆してもよい。
【０１０３】
　更に、噴射ノズル１２は、例えば、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部
への噴霧に始まり、ボンディングワイヤ７への噴霧に続き、ボンディングワイヤ７と回路
基板２との接合部への噴霧にて終了となるような動き方であってもよく、また、この逆の
動き方であってもよい。
【０１０４】
　なお、上記の説明においては、本発明の実施形態２に従って回路基板２を用いて説明し
たが、回路基板２に代わりリードフレーム３が用いられる変形例２に係る場合においても
、上記と同様に本被覆方法が適用可能であることは、当業者であれば明白である。
【０１０５】
　（フィルム状保護樹脂の溶解による保護樹脂の被覆方法）
　以下では、図８を参照しながら、実施形態２に係る、保護樹脂５から成るフィルムの溶
解による保護樹脂５の被覆方法について説明する。
【０１０６】
　図８（ａ）は、フィルム状の保護樹脂５を溶解することにより、本発明の実施形態２に
係る半導体装置３０の半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接合部およびボンディ
ングワイヤ７の全体を被覆する工程を示している図である。図８（ｂ）は、フィルム状の
保護樹脂５を溶解することにより、本発明の実施形態２に係る半導体装置３０のボンディ
ングワイヤ７と回路基板２との接合部およびボンディングワイヤ７の全体を被覆する工程
を示している図である。
【０１０７】
　（１）ワイヤボンディング工程：まず、図８（ａ）左図に示すように、半導体チップ１
の上面において、ボンディングワイヤ７を、アルミニウムから成る電気接点９を介して、
半導体チップ１に接続する。そして、図８（ｂ）左図に示すように、回路基板２の上面に
おいて、ボンディングワイヤ７を配線１１を介して回路基板２に接続する。



(16) JP 2013-197531 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

【０１０８】
　（２）被覆工程：次に、図８（ａ）中央図に示すように、フィルム状保護樹脂用輸送手
段（図示なし）を用いて、フィルム状の保護樹脂５を半導体チップ１とボンディングワイ
ヤ７との接合部およびボンディングワイヤ７の上方まで輸送し、これらの上に載せた後、
図８（ａ）右図に示すように、加温手段（図示なし）を用いてフィルム状の保護樹脂５を
加温することにより、フィルム状の保護樹脂５を融解させる。このようにして、半導体チ
ップ１とボンディングワイヤ７との接合部を電気接点９を含めて保護樹脂５により被覆し
、併せて、ボンディングワイヤ７の全体も保護樹脂５により被覆する。また、図８（ｂ）
中央図に示すように、フィルム状保護樹脂用輸送手段（図示なし）を用いて、フィルム状
の保護樹脂５をとボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部およびボンディングワイ
ヤ７の上方まで輸送し、これらの上に載せた後、図８（ｂ）右図に示すように、加温手段
（図示なし）を用いてフィルム状の保護樹脂５を加温することにより、フィルム状の保護
樹脂５を融解させる。このようにして、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を
被覆し、併せて、ボンディングワイヤ７の全体も保護樹脂５により被覆する。
【０１０９】
　（３）封止工程：図示されていないが、最後に、保護樹脂５を構成する樹脂とは異なる
封止樹脂から成る樹脂封止体４により、半導体チップ１、回路基板２上の半導体チップが
搭載された表面、ボンディングワイヤ７、半導体チップ１とボンディングワイヤ７との接
合部、および、ボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部を含めて半導体装置３０の
表面全体を覆う。
【０１１０】
　（溶解による被覆方法に関する付記事項）
　本被覆方法においては、分かり易く説明するために、半導体チップ１とボンディングワ
イヤ７との接合部およびボンディングワイヤ７と回路基板２との接合部の各々において、
個別のフィルム状の保護樹脂５が用いられるように記載されている。しかしながら、通常
、一枚のフィルム状の保護樹脂５を用いて各接合部およびボンディングワイヤ７が被覆さ
れる。本被覆方法においては、これに限定されることなく、例えば、複数の枚のフィルム
状の保護樹脂５を用いて複数回に分けて被覆してもよい。
【０１１１】
　なお、上記の説明においては、本発明の実施形態２に従って回路基板２を用いて説明し
たが、回路基板２に代わりリードフレーム３が用いられる変形例２に係る場合においても
、上記と同様に本被覆方法が適用可能であることは、当業者であれば明白である。
【０１１２】
　（付記事項）
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、半導体チップなどの半導体素子が基板に搭載されている半導体装置であって
、半導体素子と基板とが金属ワイヤを用いたワイヤボンディングにより電気的に接続され
ている半導体装置に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０１１４】
１　半導体チップ
２　回路基板
３　リードフレーム
４　樹脂封止体（封止樹脂）
５　保護樹脂
６　外部電極端子
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７　ボンディングワイヤ
８　接続パッド
９　電気接点
１０、２０、３０、４０　半導体装置
１１　配線
１２　噴射ノズル
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